
 

 

 

少第 767 号 

平成 19 年 12 月 20 日  

 

 各所属長 殿 

 

岐阜県警察本部長  

 

 

   岐阜県警察少年サポートセンターの運用に関する要綱の制定につい   

て（通達） 

 少年サポートセンターについては、「岐阜県警察少年サポートセンターの運用に

関する要綱」（平成 14 年 12 月 26 日付け少第 1134 号。以下「旧要綱」という。）

に基づき運用しているところであるが、岐阜県少年警察活動規程（平成 19 年岐阜

県警察訓令第 40 号）の制定に伴い、新たに別添のとおり「岐阜県警察少年サポー

トセンターの運用に関する要綱」を定め、平成 19 年１2 月 20 日から実施すること

としたので、効果的な運用に努められたい。 

 なお、旧要綱は廃止する。

 



別添 

 

      岐阜県警察少年サポートセンターの運用に関する要綱 

１ 目的 

    この要綱は、岐阜県少年警察活動規程（平成 19 年岐阜県警察訓令第 40 号。 

以下「規程」という。）第６条に規定する少年サポートセンター（以下「サポ 

ートセンター」という。）の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とす 

る。 

２  設置 

 (1) サポートセンターを置くことが必要と認められる警察署及び当該サポート 

   センターの名称は、別表のとおりとする。 

 (2) サポートセンターには、少年補導職員、少年相談アドバイザーのほか所要 

   の職員を配置するものとする。 

３ 業務 

   サポートセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (1) 少年相談に関すること。 

 (2) 継続補導に関すること。 

 (3) 被害少年に対する継続的な支援に関すること。 

 (4) 学校等関係機関・団体との連携に関すること。 

 (5) 少年警察ボランティアの運用及び連携に関すること。 

 (6) 少年の居場所づくり及び社会参加活動の支援に関すること。 

 (7) 少年の非行防止及び規範意識啓発のための情報発信に関すること。 

 (8) その他特命事項に関すること。 

４  少年相談受理専用電話の設置 

    生活安全部少年課に置くサポートセンター及び警察署に置く地区サポートセ

ンターに少年相談受理専用の電話を設置して、少年相談業務を行うものとする。 

  なお、生活安全部少年課に設置する少年相談受理専用電話を「ヤングテレホン

コーナー」と呼称する。 

５ 業務推進上の配意事項 

    サポートセンターの職員は、業務を推進するに当たり、次の事項に配意する 

ものとする。 

 (1) 少年の健全育成の精神及び少年の心理等の特性に関する深い理解を持って 

   業務の遂行に当たること。 

 (2) 人格の向上と見識の涵養に努め、少年その他関係者の尊敬と信頼が得られ 

   るように努めること。 

 (3) 秘密の保持に細心の注意を払い、少年や関係者が不安を抱くことがないよ 

   うにすること。 

 (4) 関係警察署、関係機関・団体等との連携を密にすること。 

６ 職員の派遣等 

 (1) サポートセンターの効果的な運用を図るため、生活安全部少年課長（以下 

   「少年課長」という。）とサポートセンターが設置された警察署の署長（以 



   下「設置警察署長」という。）は、緊密な連携に努めるものとする。 

 (2) サポートセンターが設置されていない警察署の署長は、センター職員の派 

   遣を必要と認めるときは、少年課長又は設置警察署長に対し「少年サポート 

   センター職員派遣要請書」（別記様式第１号）により要請するものとする。 

   なお、設置警察署長に職員の派遣を要請する場合は、少年課長を経由して 

   要請するものとする。 

７ 報告 

 (1) 少年相談を受理した場合は、受理の都度、警察安全相談管理業務に相談情

報を入力・登録する等により「警察安全相談取扱要綱」（平成 25 年９月 20

日付け広第 472 号）に定める「受理及び処理票」（別記様式第１号）を作成

し、少年課長又は設置警察署長に報告するものとする。 

(2) 少年課長及び設置警察署長は、サポートセンターにおける毎月の活動状況

を「少年の補導及び保護状況」（別記様式第２号）、「少年相談受理及び処

理状況」（別記様式第３号）及び「少年相談内容別受理状況」（別記様式第

４号）により、警察本部長（設置警察署長は少年課長経由）に報告するもの

とする。 

附 則（平成 19 年 12 月 20 日付け少第 767 号） 

 この要綱は、平成 19 年 12 月 20 日から施行する。 

    附 則（平成 25 年９月 20 日付け広第 474 号） 

 この要綱は、平成 25 年 10 月１日から施行する。 

 

※別記様式省略



別表 

少年サポートセンターの設置及び電話番号 

設 置 場 所 名     称 電 話 番 号 

生活安全部少年課  本部少年サポートセンター ０１２０－７８３８００ 

岐 阜 中 警 察 署 岐阜地区少年サポートセンター 

０１２０－７８３８０２ 

(共通フリーダイヤル) 

大 垣 警 察 署 西濃地区少年サポートセンター 

関 警 察 署 中濃地区少年サポートセンター 

多 治 見 警 察 署 東濃地区少年サポートセンター 

高 山 警 察 署 飛騨地区少年サポートセンター 


